
「商務 VISA申請の流れ」（通常時） 

① 台湾の「労動部」に「履

約証明」または「就労許

可」を申請する。 

② 同時に VISA 申請予約を

する。 

台湾で商務活動に従事する

日数：30日以上 

台湾で商務活動に従事する

日数：30日未満 

許可 

申請 

不要 

台湾の「労動部」に今回の

訪問目的は許可申請必要か

確認。 

書類を準備して予約日に VISA 申請する。（国定休日・月末最終日以外は毎

週水曜日に予約なし申請青実施。） 

① 許可公文書の原本を日

本に郵送してもらい、申

請に必要な書類の準備 

② VISA申請予約をする。 

3~5 日後に VISA 受領 

PCR 検査など渡航に必要な

準備をする。 

台湾に入境 → 隔離 → ＊延長可能な VISA 所持者は期日までに延長 

             ＊居留 VISA 所持者は「居留証（ARC）」に切替 

① 台湾の受け入れ先に「招

聘状」など必要な資料を

依頼する。 

② VISA 申請予約をする。 

許可 

申請 

必要 


